
湖国おける近世地瓦の展開状況
293. 

(野洲町・中主町編)

1 :はじめに

これまでに、近世の在地瓦生産(以下、地瓦と称す)

について琵鷺湖高部の!日栗太郡に属する草津市、守山

市、および甲賀郡郡部町の状洗を検討してきた。

検討の結果、!日栗太郡における地瓦の成立は18世紀

前半にあり、途中、瓦師の交替現象(画期)を経なが

ら明治維新に至ることを確認した。また、旧栗太郡内

の瓦蹄の活動は、内部に向かつては仲間的組織を形成

し、郡内での販路設定を行うなど相互の連帯を図り、

その一方で、外部に向かつては販路の拡張を試みるなど、

湖国の瓦生産地として著名な大津や八幡にも劣らぬ組

織と活動をもった特異な存在であった点も明らかとな

った。

今回は、琵琶湖南部、いわゆる湖南地域のうち、残

る野洲町および中主町(いずれも野洲郡)の地瓦の展

開状況について、当該地にて収集した銘瓦資料を用い

て検討していくものである。(表 1) 

2 :野澱郡における地瓦の展開状況

a ::襲太郡瓦蹄の活動

当該地における栗太郡瓦師の活動は、野洲JII沿いの

行熔ならびに市三宅の雨集落で確認されているが、そ

れより内陸部では彼らの活動は確認できていない。し

たがって、湖高屈指の大河である野洲JlIが彼らの一応、

の活動領域を規定する存在であったことが考えられる。

彼らの活動を年次的に述べるならば、 No16の顕了寺

にある享保年間 (1716~1735) 銘の瓦を葺いた行両氏の

事例がその塙矢といえる。行間氏は、銘にあるように

架太郡大宝村

師でで、ある O 銘にある行間利兵衛は、栗太郡において収

集した銘瓦資料では確認できていない人物であるが、

賠住地ならびに氏名から恐らく同一の集聞に属するも

のとみて良かろう。そうなれば、行両氏は、合計 5名

の瓦師が存していたこととなり、栗太郡瓦師でもかな

りの規模を持つ造瓦集団であったことが判る。
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一方、これまでの検討から、行同氏のおおよその活

動期間は1730年代から1770年代であることが判明してい

る。したがって、今回収集した顕了寺の事保年間の銘

瓦も1730年代の所産であることが考えられ、行岡氏初

期の活動の一つであることが指摘できる。

次に、 No18の安楽寺にある延事 4年 (1747)銘の瓦

を葺いた林氏は、高野村六地蔵(現、栗東町大字六地

蔵)に居を構える瓦師である。林氏は、銘にある林太

お衛門の他に 2名の瓦師の存在が確認でき、計 3名に

よる操業が判明している。また、その活動期間も1720

年代~1750年代であることが判明している。したがっ

て、今回の安楽寺での事併は彼らの後半期における活

動のーっとして位龍づけることができる。

今述べた行岡氏ならびに林氏は、彼らの活動期間か

ら2時期に分かれる近世栗太郡瓦師の前半期、すなわ

ち栗太郡第 1画期の瓦隔に属する。今回収集の資料か

ら、彼らは成立当初から広範囲の活動を志向していた

ものと理解できる。

残るNo.17の浄満寺の瓦を葺いた井上古右衛門は、栗

太郡第 2画期に属する瓦師であるが、井上氏は父親と

推定される吉三郎(彼は栗太郡第 1画期の瓦蹄に属す

る。)の跡を継いで1760年代より活動しており、居住地

である金勝中村(現、栗太郡大字中村)を中心に、隣

接する甲賀郡石部町および草津市域で活発な活動を行

っている。なお、吉右衛門がj争満寺の瓦を葺いた時期

は不明で、あるが、彼の活動期間が1760年代から1810年代

に求められること、また、彼の活動の後半期は地元を

中心とする活動を専らとしていることからみて、当該

寺院での作事は彼の前半期、すなわち1760年代に求め

ることが妥当といえよう。

以上のことを総合するならば、野洲郡内での栗太郡

瓦師の活動は18世紀前半から中期後半までとなろう。

(図 1、2) 

b :八婚瓦師の活動

いまみてきた栗太郡瓦師と入れ替わって活動を活発

化させるのが八幡瓦師と野洲町を中心とする在地瓦師

達である。

このうち八幡瓦師は、~暦13年 (1763) 銘のあるNo

30の兵主大社をはじめとして、以後、安政4年(1857)

銘のNo.24の錦織寺までの約90年余、その活動痕跡を銘



瓦に留めている。

なお、彼らの活動は1800年を境に一旦途絶えてしま

うようにみえるが、彼らの活動から推察して活動の断

絶がこの時期にあったとは考えにくい。(図 1) 

また、彼らの居住地をみると八幡本町、市井村、多

賀村等があり、また、様々な瓦師が郡内で活動してい

ることが銘から判る。彼らの多くは古文書にも登場す

る人物であり、八幡瓦師の中でも有力な者たちである

ことが判る。野洲郡内での彼らの活動をみると、互い

に比較的自由であったことが窺え、後述する八幡周辺

での在り方から比べると、いささか様相を異にしてい

ることが指摘できる。

c :在地瓦師の活動

以上、外部 2勢力の活動とは別に、在地瓦師による

活動のはじまりは、安永4年 (1755)銘のNO.2、子安

地蔵堂に求めることができる。

在地瓦師には、中北村の福丸徳、右衛門、富波村の口

口助(口は判読不可文字)、市三宅村の岩本重助(瓦重)

などがいるが、彼らの活動期間には重複が無く、また、

短期的であり、銘瓦の分布から判る彼らの活動範囲も、

福丸氏を除き、居住地周辺を対象としていたことが判

る。

これらのことから推察して、彼らの経営基盤は総じ

て弱く、恐らく家内組織による一代限りの操業であっ

たものと考えることができる。

このように、在地に零細な瓦師しか誕生できなかっ

た事例は、栗太郡瓦師の圏域であった石部町および守

山市域で確認されている。両地域では、在地瓦師の誕

生が幕末前後と極めて遅く、また、栗太郡瓦師と比較

して技術的、経済的に遥かに劣ることが看取できる。

したがって、野洲郡における在地瓦師のこうした在り

方も、八幡瓦師と栗太郡瓦師、この 2大造瓦集団に挟

まれた土地の特色を表しているものとみられる。

因みに、中主町での在地瓦師の誕生は、時代的にか

なり降って明治期に入ってからのことであることから、

この要因はまた別に考える必要があろう。

d:野洲郡における近世期の瓦の受容と菌期

以上、野洲町ならびに中主町が属する野洲郡におけ

る地瓦の展開状況をみてきた。

その結果、近世期の瓦の受容は、 aでみたように18

世紀前半代、野洲川沿いの市三宅、行畑等、当時の中

山道沿いを中心に開始される。開始年代だけを捉えた

場合、隣接する守山宿で想定される瓦の受容が18世紀

中葉であったことから、野洲郡内でのこの在り方はか

なり先行したものと見なすことができる。

ただし、この後、郡内での瓦受容が順調に進んだか

- 2 

は疑問とするところである。むしろ18世紀前半代のこ

れらのケースは、野洲111渡河点に位置し、交通的にも

重視されていた当該土地における一種の格付けのため

に行なわれたパフォーマンス的側面が強く、草津宿な

どで認められる受容契機とは内容的に異なることが考

えられる。ただ、この時期の活動が、近接する八幡瓦

師の手に拠らず、栗太郡瓦師の手に占められていたこ

とは注目すべきであろう。

この栗太郡瓦師の当該地での活動は、 1760年代には

終患を適えるものと推察できるが、この終息(撤退)

がいかなる理由によるものか興味深いところである。

まず考えられるのは、居住地である栗太郡での瓦需

用の上昇によって、遠隔地である当該地での仕事のメ

リットが薄れてきたことがあげられよう。そして、在

地瓦師の誕生と八幡瓦師の参入が、栗太郡瓦師の当該

地からの撤退を更に促したものとみられる。

栗太郡瓦師の撤退以後、野洲郡内での活動は、みて

きたように八幡瓦師と在地瓦締によって賄われていく

が、以後、彼らの活発な活動から、郡内の瓦需用は普

及期に入ったものと見なすことができる。特に、在地

瓦師の誕生は、栗太郡でもそうであったように地元に

おける瓦需用の増加が契機となったとみられることか

ら、 18世紀中期後半が、野洲郡での瓦の普及に係る一

画期であったと認識できょう。(図 1) 

しかし、彼ら在地瓦師にとって不幸であったのは、

栗太郡瓦師の撤退以後、間髪を入れずに更に強力な造

瓦集団であった八幡瓦師が、郡内の活動に参入してき

たことであったろう。この高度な技術、強力な生産力

をもった八幡瓦師の本格参入によって、在地瓦師達は

瓦需用の高まりという追い風はあったであろうが、経

営状態は当初から健全とは言い難かったであろうし、

そのことが、短期でしか確認できない彼らの活動へと

結びついているといえるのである。

なお、在地瓦師ならびに八|幡瓦師は、ともに1850年

代でその活動が終息に向かう状況が窺える。この間に

も、在地瓦師の間では上記理由による瓦師の交替現象

はあったものとみられるが、全体的にみれば野洲郡で

の近世瓦の展開は、明治維新直前のこの時期に一応の

終患を迎えたものとみて良く、ここに野洲郡での地瓦

の衰退という一画期を想定することができょう。

以上、野洲郡における地瓦の展開状況は、 18世紀前半

代の受容期、続く普及期、そして衰退期という 3画期

で捉えられ、また、それぞれ栗太郡瓦師の寡占と撤退、

八幡瓦師の参入と寡占、地元瓦姉の誕生と零細運営と

いう各造瓦集団の活動事象を以って表すことができる。

さて、このように大きく 3つの画期、および3つの造

瓦集団により把握できる野洲郡での地瓦の展開状況で

あるが、栗太郡における状況と比較した場合、栗太郡



域および内陸の石部町で確認できた京都系瓦締の活動

が、野洲郡では認められないという特徴的な事象が浮

かび上がってくる。この事象の要因のーっとして、野

すH郡における瓦の受入基盤の低さがあげられよう。

すなわち、野洲郡は江戸時代前期よりi鵡国の有力瓦

生産地であった八i擦の南に位置する土地で、あり、八幡

瓦の圏域であったことが考えられる。しかし、先にみ

たように18世紀前半期、野洲郡での瓦を扱ったのは新

興迭瓦集団であった架太郡瓦師であったことを考える

ならば、野洲郡における瓦の受容はそれより以前、皆

無に近い状況であったとみられ、相対的に本地での瓦

の受入基盤が元来低かったことが指捕できる。

無論、瓦の受入基盤の低さは、桧皮等、古来からの

屋根材の受入率の高さにfむならないと考えられること

から、野洲郡の東方にある豊富な木材資源、あるいは

既存の屋根茸姉の存在も忘れてはならない。これらの

ことから、野洲郡での瓦の受入基盤は総じて低く、結

果として京都系造瓦集団の本地への進出が不可能であ

ったとみられる。

3 :八幡瓦部の工人組織について

前節で中主町、野洲町における地瓦の展開状況をみ

てきたが、本節では、八11韓瓦姉のヱ人組織について検

証してみる。

まず、今回収集した銘瓦資料の内、八11昏瓦師が複数

共業している事例を以ドに提示するo

I : No 8 (イ)専念寺例

寛政ト二口四月/八まん本IIlT元/福井太兵衛/善蔵

作

rr : No24 -(オ、カ)錦織寺例

安政四年/巳十月吉日/御本山御用/御用瓦師八幡

住(誼内)徳布衛門/1可池田了久間佐兵衛七十七作

亜:No24 -(ケ)錦織寺例

八幡山本町住人/御瓦締福井太兵衛/向池田三丁目

住人久田佐兵衛/七十七才作

N. No.28 (ア)正賢寺例

安永田乙未ト月吉日/瓦屋舘右衛門/八l幡池田三丁

目/作人久!万佐兵衛

v. No30-(カ)兵主大社例

湖東/八幡御瓦大工/寛政九日九月吉日/垣内徳布

衛門/久田佐兵衛作

以上が、八騎瓦師の共業事例であるが、次に側々の

事例について詳しく彼らの関係をみていく。

まず、 Iについてであるが、これは銘文内容および

記載位置から福井太兵衛が主であり、普~J裁が従の関係

であることは間違い無い。したがって専念寺での仕事

は、福井太兵衛が仕事を取り仕切り、その下で養蔵が
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造瓦に携わっていたことが判る。

次に、 Hおよび彊についてであるが、瓦の茸かれた

錦織寺は野洲郡内における有力真宗寺院であり、壮大

な面積の境内には多くの堂宇が今も残っている。安政

4年 (1857)銘瓦のある時弥陀堂もそれら境内に存す

る施設の一つである。銘より垣内徳右衛門と描井太兵

衛、そして久間佐兵衛、以上 3名の瓦師の存主が作業

に携わっていることが窺えるが、銘文から垣内徳右衛

門と福井太兵衛が作業を主導し、久間佐兵衛が作業に

携わるという構図が復元できる。特に垣内徳衛門に付

された御用瓦師ならびに福井太兵衛にfせされた御瓦師

という職名から彼らにも作業の上下関係があったもの

と考えることができ、徳右衛門が全体統括者、太兵衛

がその下で作業を取り仕切っていたことが想定できる。

更にNでは、立と同様、総右衛門と久間佐兵衛の両

名の名が登場するが、 Wの事例は Eの事例に遡ること

82年前の事柄を示すものであることから、両事例に登

場する徳右衛門と久出佐兵衛は別人とせざるを得ない。

したがって世代の異なる両者逮は徳右衛門と佐兵衛の

名を引き継いだ者逮であることが指摘できる。

さらに留意すべき点は、 Nの場合でも、あるいは次

のVの場合でも徳右衛門と佐兵衛とには主従の関係が

成立することであり、代々、徳右衛問の下で働く佐兵

衛の姿を銘瓦より垣間見ることができるのである。

一方、 HとNの事例を比較した場合、 %1代の徳、右衛

門と当代の緯右衛門が有する職名の違いに留意する必

要がある。すなわち、前代では単に瓦躍を名乗るに過

ぎないのに対し、当代では御用瓦師を名乗るこの変化

を単に有力寺院の屋根葺き替えに携わる者の一種の箔

付けとして理解すべきなのだろうか。当該点を検証す

るために、 f八幡町史jから八幡瓦の歴史を紐解いてみ

たい。

いわゆる八幡瓦は、伝承によれば江戸時代初期、京

都深草の地より移り住んできた者たちによって関窯さ

れたという。今回の調査では確認できなかったが、彼

らの内に「深草屋Jという屋号を用いる者がいたこと

は、この伝承のある程度の妥当性を示すものとみるこ

とができる。

彼ら八幡瓦朗jは、最盛期、湖上交通を利用して遠く

湖西、彦根方面まで、活動範樹を広げていたが、各地に

栗太郡瓦師のような新興造瓦集団が成立するに宝り、

他領での活動に規制が加えられるようになり、また、

八11昏瓦師自体も、!誌辺地域の瓦師の成立と成長により

経営的に苦境に立たされることとなった。

そのため、天保 2年 (1831)11月、八糠周辺の瓦師

の活動制限を求めたl嘆願書を信楽代官所に提出するに

至っている。しかしながら八幡瓦師と周辺瓦蹄との車L
i際はその後も続き、安政 2 {Jミから同 4 年 (1855~1857) 



4 :さいごに
までの間は極度の緊張状態に至っているが、当該問題

解決に向けての調整能力を欠き、公権力に解決を訴え

る八幡瓦締の姿は、経営領域を蚕食され経済的にも社

会的にも逼迫する彼らの苦境を示す以外のなにもので

もなかろう。

したがって、 80余年を経て彼らの職名に変化が生ず

る背景には、賂辺瓦師の活動に制限を求め、また、自

己の正当性を訴えていた当時の社会的状況がみえてく

るのであり、彼らの置かれた社会的、時代的立場が職

名に微妙に反映しているものと考えることができるの

である。さらに、狂の事例にある錦織寺を最後に八幡

瓦帥の活動が確認できない状況は、当時の八I1犠瓦師の

姿をあまりに暗示しているといえるのではなかろうか。

以上、野洲郡に属する野洲町、仁1:1主mTの近i丘地瓦の

展開状況について、現地調査によって収集した資料を

基に検討した。その結果、本地における近世期の瓦の

受容は18世紀前半期に求めることが出来、 19世紀中葉

までの150年間近く、都合 3つの同期によって捉えられ

ることが判明した。
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イ
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イ

中:lt 4 ア 仁安事m

永際 5 ア す七念寺

日ア f長泉寺

;It 7 ア 7争奪寺

イ

ウ

自ア 専念寺

イ

篠原 小君主 日ア 法務 ~tf

イ

立耳目I 10 ア 勝'炎寺

w:nlJ 11 ア f争勝手f

一三 k 前日1 12 ア 以~Jï: O!f

行員11 行灼l 1:1 ア ~r 事宇11社

14 ア i箆!!(i，'I'

15 ア 愛宕抑制

!日ア 踊iii手i

17に浄機'=11

ヲ、

111 日じ 18 I 7 笈7栄作

トー

イ

19 ア 内J'(;，キ

篠原 小i宇J 20 ア 国主争Pt上

21 ア ミ寄勝寺

各画期は、栗太郡、八|様、そして在地の瓦師連のめ

まぐるしい勃興と衰退を表出したものであり、常に相

瓦の力関係に影響されあう造瓦世界の特殊性を野洲郡

の地瓦の展開状況は見事に示しているといえるのであ

る。(草津市教育委員会小宮猛幸)

表 1 野洲町@中主町銘瓦一覧

形態 年代(商慰) 銘文(/は改行)

拝殿大桜!5弘樹瓦 IVlifJ39{ド (1906) 【{1おc]]主納主主治~1参z扮γ九日/年{]/口三口月/新潟久保~VA\

棟虫ni 安ノi<.4均三 (1775) {{左;お]]安瓦水大工間体中関It村十/月溺吉丸日徳お衛門

鎚E 瓦鼠/徳お衛門

本数大様鬼i図2王 文化6年 (1 809) {[友お}}口文口化六語f口己/巳均瓦三/自u/四F長1兵-.:1:::衛ヵ

本堂下線鬼酪i1!i 天保 11年 (1840) 【お}トパ天保十一年俊子年/1!i主主口仁]助作

内大総!鬼胎a，氏 [ti:] (待1)巴瓦主主

本堂大練鬼笛i瓦 安ji<.10年 (1781) 【【1ZE31八'J，i;幡氷口福口井口大/兵日衛正月吉日

八綴/J町内氏

li'1!i'f-C11!i :fi:!3< 9 {f (1 7 9 7) 衛[ヨミ] :兵

獅子 IJ1!i 【天]'1'北村/作者官側主主主玉虫11

門 F携!役2正 八綴山口/瓦附F'l'兵持j

門大練鬼iiii1!i t左】瓦E量太兵事長

f"]大鱗!鬼住ff1!i 交政 12ir二 (1800)i潟一if'f 党政十二二日間月/八まん本町元/f品井大兵衛/葬

長選後大機鬼樹瓦 IjI];y日 8"1'-(1 771) {[1お51]約布1八学VIl均三/

【，tr:J綴内氏

["j大.fll!鬼[師瓦 安永 8{j三(1779) [[在411111中E氷北八村年瓦大三月工/吉総日)L飽お樟j

球大様5弘治1瓦 草壁氷 2年 (1 705) 【{左45]] 電車永 Z.j1百年 E之

線!~路子口瓦 [大]瓦/司三宅15/総本/ilHVJCf'!l) 0瓦!li:

本殿大桜!見i立ii1!i 事保 14{ド (1729) {E左47]]ナI工州阿、仁日同付γ/凶肌隊/隊[J]UiJコj 

本提立大被鬼II1I瓦 1;..'氷 6{F(1777) {{jおL】]中2北氷村六年大了

当tド機Stl.ifiiE 安政4今 (1857) [，tr:J (foP) orUfl 

本食下線鬼阪i1!i .)保{I'IIり(171 735) 【I14d51給字L付保臼jl三{人コ行1M]利兵衛

本堂下線!鬼[両i1!i [右)ïJ:州諸芸大l~V金勝中村瓦箆おお衛門

【:{Ci]金勝中村/瓦郎夜右衛門

門大事長良LI何瓦 安政4咋'.(1857) {{1お4]12(政向]問)0認定瓦日十議 日

脇設 n東鬼泌氏 延亭:41下 (1747) 
【【【【左t左右d】】】 江了6l5延m州延栗享六手太四阿地郡年蔵年///付高卯卵/毎野瓦ト六剛月-地吉H体太z日占射右日す林衛門);::fJ衛門

I"J大様!鬼爾瓦 Jげが1'1/11(1830-1843) [お}災保[]年/子綴PJ1?f臼

脇干上大主主総E 八綴/1!if!註太兵衛/長;111'太兵衛

本 下 線F弘治 天flIJ5年 (1785) 【[Z1五1]1t安LlーFし汁1三壬配ハ八月日
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